
間約2.4kmについては、17年6月に都市計画が決定（変
更）され、19年5月に事業着手した。事業完了は26年度
を予定しており、富士街道を含む9か所の踏切がなくな
る。このうち、23年4月には練馬高野台駅～石神井公園
駅付近間約1.2kmの高架化が完了し、6か所の踏切がな
くなった。なお、この事業に併せて練馬高野台駅～石
神井公園駅間が複々線化される。
●西武新宿線
西武新宿線は区の南西部を東西方向に走る鉄道であ

●都営大江戸線
都営大江戸線は、光が丘地区の開発に伴う大量輸送

機関として、また西武池袋線と東武東上線との間に残
る交通不便地域の解消などのために計画された路線で
ある。
この路線は、放射部と環状部からなり、放射部の光

が丘～練馬間は平成3年12月、練馬～新宿間は9年12月
に開業した。環状部についても新宿～国立競技場間は
12年4月、同年12月には全線（汐留駅は14年11月開業）
が開通した。これにより、区内から六本木、築地、下
町方面へは乗換えがなくなるとともに、都心・副都心
へのアクセス利便性が向上した。
さらに、12年1月の運輸政策審議会（現交通政策審議

会）では、光が丘～大泉学園町間の延伸と武蔵野線方
面への検討を、運輸大臣（現国土交通大臣）に答申し
ている。
区では、大江戸線延伸の早期実現のため、導入空間

となる都市計画道路補助230号線の整備に併せて、沿道
のまちづくりなど環境整備に努めており、17年3月に土
支田中央地区の土地区画整理事業を決定し、事業を進
めている。さらに、23年4月に「大江戸線延伸推進基金」
を設置し、積み立てを行っている。
また、延伸を実現するために、区議会、地元住民と

ともに昭和63年7月に「地下鉄12号線延伸促進期成同盟」
（平成14年3月「大江戸線延伸促進期成同盟」に改名）
を設立し、都や国に早期事業化を図るよう要請活動等
を実施している。
さらに、13年9月新座市等が構成する「都市高速鉄道

12号線延伸促進協議会」に加盟し、要請活動等に参加
している。
●西武池袋線
踏切による慢性的な交通渋滞や踏切事故の抜本的な

対策として、西武池袋線の連続立体交差事業（高架化）
に取り組んでいる。併せて、ラッシュ時の混雑緩和や
所要時間の短縮のための複々線化事業も、西武鉄道
（株）により進められている。昭和46年1月に桜台駅～
石神井公園駅付近間の都市計画が決定されて以降、順
次事業に着手し、平成15年3月までに桜台駅～練馬高野
台駅付近間約5.4kmの高架複々線化が完了した。これに
より、計19か所の踏切がなくなり、鉄道により隔てら
れていた地域が一体化するなど、安全で快適なまちづ
くりに大いに寄与した。また、これらの事業に併せて、
6年12月に練馬高野台駅が開業、10年3月には有楽町線
と西武池袋線の相互直通運転が開始されるなど、利便
性も高まった。

6 良好な交通環境をつくる
（1）公共交通を充実する

各駅の1日平均乗降客数 平成23年度 

注：①小竹向原駅は、直通連絡客を含み、有楽町線・副都 
   心線間の乗換旅客を除く。 
  ②西武池袋線練馬駅は、西武有楽町線の乗降客を含む。
資料：西武鉄道（株）、東武鉄道（株）、東京地下鉄（株）、 
   東京都交通局 
 

駅  名 乗 車 降 車 総 数 

 
西 武 池 袋 線  
江 古 田  
桜 台  
練 馬  
中 村 橋  
富 士 見 台  
練 馬 高 野 台  
石 神 井 公 園  
大 泉 学 園  
保 谷  
西 武 豊 島 線  
豊 島 園  
西 武 新 宿 線  
上 井 草  
上 石 神 井  
武 蔵 関  
東 伏 見  
東 武 東 上 線  
東 武 練 馬  
下 赤 塚  
成 増  
東京メトロ有楽町線 
小 竹 向 原  
氷 川 台  
平 和 台  
地 下 鉄 赤 塚  
地 下 鉄 成 増  
東京メトロ副都心線 
小 竹 向 原  
西 武 有 楽 町 線  
小 竹 向 原  
新 桜 台  
都 営 大 江 戸 線  
新 江 古 田  
練 馬  
豊 島 園  
練 馬 春 日 町  
光 が 丘  

人 
 

16,516 
6,449 
54,087 
18,611
11,914
12,091
34,486
40,941
27,631

 
6,337

 
9,795
21,174
14,050
11,965

 
29,200 
8,687
28,910

 
40,781
17,656
19,120
15,696
21,791

 
26,387

 
46,329
3,231

 
11,524
34,671
5,338
9,368
28,347

人 
 

16,426
6,529
55,219
18,450
11,674
11,905
34,334
40,784
27,531

 
6,370

 

21,113
13,814
11,976

 
29,064
8,968
28,995

 
38,657
17,301
19,013
15,320
21,852

 
25,301
47,459 
550,568
3,176 

 
11,173
34,959
5,230 
9,207
28,182

人 
 

32,942
12,978
109,306 
37,061
23,588
23,996
68,820
81,725 
55,162

 
12,707

 
19,740
42,287
27,864
23,941

 
58,264
17,655
57,905

 
79,438
34,957
38,133
31,016
43,643

 
51,688
91,536 

6,407
 

22,697 
69,630
10,568
18,575
56,529

　一方、懸案であった練馬高野台駅～大泉学園駅付近

9,945

96,897 
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東伏見両駅も近接していることから、多くの区民が利
用している。
この路線については、区内の全区間で線路が地表を

走っていることから、南北を横断する道路については、
すべて踏切での平面交差となっている。このため、特
に朝夕のラッシュ時間帯を中心に、一部の踏切で交通
渋滞が発生している。都は、踏切対策基本方針の中で
鉄道立体化の検討対象区間としていた井荻～東伏見駅
付近を、平成20年6月に連続立体交差事業の事業候補区
間として位置付けた。区では各駅周辺のまちづくりに
取り組むとともに関係機関との勉強会を行い、その対
策を検討している。
●東武東上線
東武東上線は川越街道と平行し、練馬区と板橋区の

境界付近を走る鉄道である。区内に駅はないものの、
東武練馬、下赤塚、成増などについては近接している
ことから区民の利用も多く、重要な交通手段のひとつ
となっている。

●地下鉄有楽町線・副都心線
東京メトロ有楽町線は、区内最初の地下鉄として昭

和58年6月に池袋～営団成増（現地下鉄成増）間が開業
し、池袋から先の区間とつながることで、区北東部地
域から都心方面への交通が飛躍的に便利になった。
また、同年10月に小竹向原～新桜台間で開業した西

武有楽町線が、平成6年12月に練馬まで開通したことに
より、西武池袋線との相互直通運転も実現し、利便性
の向上や西武池袋線の混雑緩和にも大きく寄与した。
なお、20年6月には、小竹向原から池袋を経由し渋谷

に至る東京メトロ副都心線も開業した。小竹向原駅で
西武有楽町線・池袋線との相互直通運転が実現してお
り、さらに24年度には東急東横線・横浜高速鉄道みな
とみらい線との相互直通運転も予定されており、さら
なる利便性の向上が期待できる。
●エイトライナー
区内の鉄道網は、山手線から放射方向に伸びる鉄道

は整備されているが、環状方向に延びる鉄道は整備さ

練馬区の公共交通図 平成24年4月1日現在 
朝霞 
新座栄 

和光 

石神井 
公園 

光が丘 

中村橋 

富士見台 

新座市方面 

片山小学校 

保谷 

武蔵関 

花小金井 

三鷹 

吉祥寺 

阿佐谷 
荻窪 

荻窪 
阿佐谷 

阿佐谷 

井萩 

下井草 
鷺宮 

野方 沼袋 

池袋 
中野 

中野 

新江古田 

小竹向原 
 

池袋 
王子 
赤羽 
 

池袋 

赤羽方面 
東武東上線 

新桜台 
桜台 

練馬 
豊島園 

氷川台 

地下鉄赤塚 

成増 

都営大江戸線 

東 
京 
地 
下 
鉄  

有 
楽 
町 
線  

江古田 

新宿 
中野 

池袋 
新宿 

都立家政 

高円寺 
新宿 

上井草 
上石神井 

荻窪 羽田空港方面 

荻窪 
西荻窪 

保谷 

三鷹 

西武池袋線 

西武新宿線 

地下鉄成増 

下赤塚 

西武有楽町線 
練馬高野台 

東伏見 

凡 

例 

鉄 道 

既 設 線 100回以下 
101～300回 
301～500回 
500回以上 

運輸政策審 
議会答申線 

バス運行回数1日当たり 

練馬春日町 

平和台 

東武練馬 

関町福祉園 

大泉学園 

赤羽 

り、区内の上石神井と武蔵関の2駅のほかに、上井草、
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れておらず、その移動は主にバス交通にゆだねられて
いる。
区は、環状8号線を基本ルートとする新しい交通シス

テムについて関係区とともに研究を始め、平成5年10
月に「エイトライナー構想」を取りまとめた。「エイト
ライナー構想」の実現により、①環状方向の移動時間
が短縮される、②沿線拠点整備に大きく寄与する、③
羽田空港への交通が便利になる、などの効果が期待され
る。
6年5月には大田・世田谷・杉並・板橋・北の5区と

ともにエイトライナー促進協議会を発足させ、その実
現に向けた調査・研究を続けている。
これまでに、環状七号線を基本ルートとする「メト

ロセブン構想」を掲げたメトロセブン促進協議会と連
携して促進活動を行い、その成果として、運輸政策審
議会答申第18号（12年1月）において、「区部周辺部環
状公共交通（仮称）」として「今後整備について検討す
べき路線」に位置付けられている。
●バス交通
区内を東西に通過している西武池袋線・新宿線、東

武東上線は、各鉄道路線の南北の間隔が広い。そのた
め、これら路線の各駅をつなぎ、区民の日常生活の
「足」となっているのがバス交通である。
区内には、西武・国際興業・関東・京王電鉄・都営

の計5社、約100系統が運行している。
しかし、バスの運行が不可能な狭い道路も多いこと

などから、バス路線の配置が少ない地域や1日の運行回
数が少ない路線もある。こうしたことから、バス不便
地域の解消や、バス交通の利便性の向上が望まれてい
る。
一方、区は、練馬光が丘病院や光が丘区民センター

などの区内の拠点となる公共公益施設を利用しやすく

するとともに、バス交通が不便な地域を解消するため
に平成4年4月から保谷（駅）～光が丘駅間、15年3月か
ら東武練馬駅と光が丘駅間で、また、17年7月から、関
町福祉園～順天堂練馬病院間、氷川台福祉園～日大練
馬光が丘病院（現在は、練馬北町車庫～練馬光が丘病
院）間、20年1月から、大泉学園駅～大泉学園町5丁
目～大泉学園駅で、さらに23年12月から保谷駅入口～
西武車庫前間でコミュニティバスを運行している。
●区内交通の現状と都市交通マスタープラン
区内では、都営大江戸線や西武有楽町線の開通、西

武池袋線の連続立体交差化、環状8号線などの道路整備
が進展し、交通基盤が着実に整備されつつある。この
結果、区民生活の利便性が向上するとともに、交通渋
滞の緩和や安全性の確保などが図られてきた。
しかし、公共交通の不便な地域が依然として存在す

ること、また、道路の整備率は、都市計画道路で約5
割、生活幹線道路で約3割にとどまり自動車交通の円
滑化が図られていないことなど、解決すべき問題が数
多く残されている。
さらに、移動に困難を伴う高齢者などの増加に伴い、

円滑に移動できる手段の確保が一層重要となっている。
また、地球温暖化などの環境問題に対する区民意識の
高まりなどから、自動車交通に過度に依存しない交通
体系の確立が求められるなど、交通をとりまく状況は
大きく変化しつつある。
このような背景の下、だれもが快適に移動できる交

通環境の実現を目指して、平成20年3月に練馬区都市
交通マスタープランを策定した。ここでは、基本目標
や取り組むべき交通施策を体系的に整理しており、今
後は、区が抱える様々な交通問題の解決に取り組んで
いく。

運輸政策審議会の答申の内容（答申第18号 平成12年1月） 

所沢－石神井公園＝練馬－池袋－有楽町－豊洲 ■ 東陽町 ■ 住吉（■）押上（ ■ ）四ツ木 
■ 亀有 ■ 野田市 
（練馬～石神井公園間は工事中） 
・住吉～四ッ木間は東京11号線を共用する。 
・今後開業する常磐新線の投資効果が減殺しないよう留意して、着工区問、時期等を決定する。 
（ ）は、工事中を表す。 

都庁前■新宿西口■飯田橋■門前仲町■青山一丁目■新宿－都庁前－光が丘 ■ 大泉学園町 
…→武蔵野線方面 

和光市－小竹向原－池袋■新宿三丁目■渋谷 
・池袋駅以西において営団有楽町線、東武鉄道東上線及び西武鉄道池袋線と相互直通運 
 転を行う。  
・渋谷駅において東京急行電鉄東横線と相互直通運転を行う。 

葛西臨海公園…赤羽…田園調布…→羽田空港方面 
・羽田空港方面の扱いについては京浜急行電鉄空港線と東京急行電鉄目蒲線を短絡する 
 路線の整備状況等を踏まえて検討する。  
・長大路線であり、今後の輸送需要等を踏まえて、早期に優先着工区間を決定する。 

新木場 

路 線 名 通  過  場  所 

東京8号線の延伸
及び複々線化 
 
 
 
 
 
 
 東京12号線の建設
及び延伸 

東京13号線の延伸 
 
 
 

区部周辺部環状公
共交通（仮称）の
新設 

（凡例は次ページ参照） 
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●区内の道路事情
道路はそれぞれの機能や役割に応じて、自動車専用

道路、主要幹線道路、幹線道路、地区幹線道路、地区
集散（生活幹線）道路、区画（生活）道路、特殊（歩
行者専用等）道路に分類される。
区の道路状況は、自動車専用道路である関越自動車

道を始めとして、主要幹線道路は国道の川越街道（放
射8号線）、都道の目白通り（放射7号線）、青梅街道
（放射6号線）があり、さらに幹線道路として新青梅街
道（補助76号線）、千川通り（補助229号線）など東西
方向へは比較的整備が進んでおり、放射状の都心指向
型となっている。しかし、南北方向には、東京外環自
動車道、環状7・8号線と笹目通り（補助134号線）があ
る程度で、東西方向に比べ南北方向の道路は少ない状
況である。
一方、区画道路の役割を果たす区道は、いまだ旧街

道や旧農道からなる狭くて曲がったものが多く、道路
幅員も4.5m未満のものが道路総延長の42.2％と半分近く
を占めている。
●都市計画道路の整備状況
平成24年3月31日現在、区内の都市計画道路は37路線

あり、延長は108.3kmである（都市高速道路および付属
街路を除く。）。整備状況は、完成が52.9km（48.8％）、
概成が10.6km（9.8％）、事業中が10.3km（9.5％）、未
施行は34.5km（31.9％）である。
区内の都市計画道路網は、東京の発展に伴って、昭

和初期から計画され、数次の改訂が行われた。
16年には、これまでの第二次事業化計画に代わり、

都と23区が共同して、新たに第三次事業化計画を策定
し、16年度～27年度において優先的に整備すべき路線
を公表した。区内においては、13路線（16区間）、延長
17.9kmを指定しており、都と連携し、着実に事業を進
めている。
●東京外かく環状道路
東京外かく環状道路は、都心から約15km圏を環状方

向に結ぶ、延長約85kmの自動車専用道路であり、放射
方向の道路を相互に連絡して、都心方向に集中する交
通を分散導入し、首都圏の交通、環境問題を改善する
上で重要な道路である。現在、区内においては、埼玉
県境から関越道までについて供用中である。それ以南
の関越道～東名高速の区間については、平成19年4月に
高架方式から地下方式へ都市計画の変更決定が行われ、
21年5月に事業化した。区では、抜本的な交通状況の改
善などのために、事業者である国等に対して、早期完
成に向けた働きかけを行っている。
●生活幹線道路の整備
都市計画道路を補完し、地区の交通の主要な動線と

なる道路を「生活幹線道路」として位置付け、昭和63
年5月に整備計画を策定した。これは均衡のとれた道路
網を形成し、区民生活の安全性・利便性の向上と良好
な市街地の形成に寄与することを目的としたものであ
り、延長約110kmを計画した。このうち区道は、延長
約94kmであり、平成23年度末現在、延長約24kmの整備
が完了した。
区では、計画した路線のうち延長約6kmで事業を実

施するとともに延長約4kmを早期に整備を行う必要性
が特に高い路線として、整備促進路線に指定している。

答申路線の表示に係る凡例 

－ 
新設   複々線化 

   ＝   ■
  ■ 

  … 

○開業区間 
 
○目標年次までに整備を推進すべき路線 
 ・目標年次までに開業することが適当である路線 
 ・目標年次までに整備着手することが適当である路線 
○今後整備について検討すべき路線 
 また、今後整備について検討すべき方向を示す場合は「…→」とする。 

（2）道路交通ネットワークを整備する

自動車保有台数の推移 
各年3月31日現在 

資料：練馬自動車検査登録事務所、 
   区民部税務課 

整備中の主な都市計画道路 平成24年3月31日現在 

 況  状  業  事 名 線 路

放 射 7 号 線  

放 射 3 5 号 線  

補 助 2 2 9 号 線  

補 助 2 3 0 号 線  

大泉学園町二丁目～西大泉五丁目2,000m用地取得中、排水管設置工事 

早宮二丁目～北町五丁目間1,330m用地取得中  

補 助 1 3 2 号 線  石神井町二丁目地内530m電線共同溝工事 

上石神井一丁目および関町南一丁目地内430m用地取得中・街路築造工事

土支田二丁目～土支田三丁目間540m街路築造工事 

高松六丁目～土支田三丁目約560m用地取得中・街路築造工事 

大泉町三丁目～土支田三丁目850m用地取得中 

大泉学園町七丁目～大泉三丁目1,250m用地取得中 

年 次 

 
平成22年 
23年 
24年 

台 
173,250 
170,625
168,856

台 
46,615 
46,159
45,567

台 
37,627 
35,487
33,122

登 録 
自動車 

届出自動車等 
軽自動車等 原 付 

放射35・36号線 板橋区小茂根四丁目～早宮二丁目1,970m用地取得中
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●生活道路
区では、一定の条件に合った私道などを区道として

認定する公道化を進めている。平成23年度に認定した
路線は24件、延長1,183m、面積6,003m2であった。

●快適なみちづくり
区では、都市計画道路や生活幹線道路などの新設や

整備済路線の改修に当たり、バリアフリー化および地
域の景観に配慮して、歩道の舗装、無電柱化、防護さ
く・街路灯などの道路設備、道路の植栽などの質の向
上を図り、安全・安心で快適な道路空間を創出するこ

とにより、魅力ある道づくりを進めている。
●放置自転車に対する取組
区では、放置自転車をなくすために、昭和49年から

現在までに区内の駅周辺などに83か所、約43,000台分
（平成24年5月1日現在）の自転車駐車場を設置してきた
（（財）自転車駐車場整備センター等の運営も含む。）。
また、3年12月に自転車を都市における基礎的な交通

手段として明確に位置付け、交通需要に基づく交通施
設の整備、他の交通手段と均衡のとれた利用を図ると
ともに、適正利用を推進するため、「練馬区自転車利用
基本計画」を策定した。
さらに、12年5月に、上記「練馬区自転車利用基本計

主要道路の自動車交通量 （12時間値） 

注：台数は、7時から19時までの秋の1日（平日）の測定値 
資料：「交通量調査報告書」（東京都建設局） 

路 線 名 
（観測地点） 

平成 
9年 

 
11年 

 
17年 

 
環状7号線 
（羽沢2丁目） 
目白通り 
（豊玉北4丁目） 
川越街道 
（旭町3丁目） 
笹目通り 
（谷原3丁目） 
新青梅街道 
（関町北4丁目） 
青梅街道 
（関町南1丁目） 

台 

42,169 
 

36,549 
 

27,875 
 

32,970 
 

13,985 
 

29,399

台 

37,553 
 

33,855 
 

23,853 
 

35,602 
 

14,841 
 

30,713

台 

39,566 
 

34,058 
 

23,728 
 

35,684 
 

13,393 
 

31,695

練馬区の道路の現状 平成24年4月1日現在 
一般国道 

特別区道 

自動車専用道 

延長 2,522m
面積 77,085  

延長 4,549m
面積 152,990  

都道 

資料：一般国道、自動車専用道、都道は「東京都道路現況調査平成23年版」（東京都建設局） 
 

延長 74,643m
面積 1,332,787  

公道総面積  7,320,279  
道 路 率  15.2％ 

延長 1,043,635m  
面積 5,757,417  

35,067

平成14 15 16 17 18 19 20 21

駅周辺の自転車等利用状況 

注：台数には、自転車のほか原動機付自転車を含む。 

各年5月調査 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000 25

20

15

10

5

0
22 23 24年 

14.8

6,076

34,94434,119
32,93631,110

12.3

17.7
18.1

21.4

35,429

7,337

16.9

7,1197,2748,474
4,971

路上放置総台数 駐車場利用総台数 放置率 （%）  

（
台
） 

（
％
）  10.3

35,731

4,096

6.3

37,693

2,550

36,116

2,369

37,791

1,867

6.2

4.7

38,586

1,228

3.1

（3）快適な道路環境を整備する
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画」に基づき、自転車対策の指針を定めた「練馬区自
転車利用総合計画（12年度～22年度）」を策定し、23年
3月には、23年度から32年度までの計画として「練馬区
自転車利用総合計画（23年度～32年度）」を策定した。
本計画により、近年問題とされている「買物客等に

よる午後の放置自転車対策」、「自転車走行環境の整備」
や「自転車の安全利用対策」といった新たな課題につ
いて取り組むこととしている。
また、自転車を適正に利用してもらうという観点か

ら、放置禁止区域の指定を行い、放置自転車の撤去を
行っている。
●自転車の快適な利用のために
現代社会では自転車は日常生活に必要不可欠なもの

となっており、自転車利用を単に規制するだけでは自
転車問題は解決しない。むしろ、適正利用のできる環
境を整備していく必要がある。
1  全国自転車問題自治体連絡協議会の活動
駅周辺の用地不足や土地価格の高騰などにより、利

用者数に応じた自転車駐車場を整備することが、ます
ます難しくなってきている。
これは、法制度の整備や財源が十分でないことが主

たる原因である。そのため、平成4年2月に全国174（24
年5月現在135）自治体が結束し、「全国自転車問題自治
体連絡協議会」（以下「全自連」という。）を発足させ、
自転車法の改正等、制度の見直しを積極的に国へ働き
かけてきた。その結果、5年12月に国会において自転車
法が改正され、鉄道事業者は自転車駐車場の設置に積
極的に協力しなければならないことや、自転車を違法
に駅前広場などに放置し撤去された場合、撤去・保
管・売却などに要した費用を、その原因者たる当該自
転車の利用者に負担させることが明記されるなど、一
定の成果を上げることができた。（なお、全自連会長は
発足以来、練馬区長が務めている。）
2  自転車駐車場の利用料金
区では4年7月から、施設の整備を前提に、利用者が

使用料として費用の一部を負担する有料化を進めてい
る。その理由として、駅周辺の用地不足、地価高騰の
結果として、駐車場整備が極めて困難になってきてお
り、貴重な税収を整備財源とする上で利用者の負担を
考慮しなければならなくなったことがある。また、駅
の近くに無料駐車場を設置した場合、今まで自転車を
利用していなかった人の自転車の利用を誘うことにな
り、かえって駐車需要の増大を招き放置自転車が増え
ることが明らかになったことがある。さらに、区が無
料で駐車場を提供することが、バス等他の輸送サービ
スを後退させ、交通手段の需給バランスを崩すことが
考えられ、自転車も都市交通体系の一環としてとらえ
ることが必要とされてきたことなどがあげられる。
通勤、通学による午前中の放置自転車は大幅に減少

したが、午後の放置自転車が増えている。今後、買物

客等の短時間利用に配慮した一定時間無料の自転車駐
車場を整備することとする。
3  レンタサイクルシステム
区では、南北方向を結ぶ交通手段は主にバス路線し

かなく、これを補うために自転車が多く利用されてい
るのが現状である。
このことから、自転車が公共交通の一つとして利用

できるような体制を、地域に応じて整備していく必要
がある。区では、駅と自宅（通勤・通学先）を結ぶ足
としてRCS（レンタサイクルシステム）を実施してい
る。現在、区内6駅に7か所の「ねりまタウンサイクル」
を設置しており、2,700台の自転車を供用している。
RCSは、区が自転車を貸し出し、1台の自転車を複数

の人が利用することにより、実質的な駐車台数を減少さ
せ、結果として放置自転車を減らすというものである。
●駅周辺の自転車等乗り入れ状況
平成24年5月の調査では、区内の駅周辺の自転車等乗

り入れ台数は、1日39,814台だった。このうち38,586台
が自転車駐車場を利用し、残る1,228台が駅周辺道路に
放置されていた。
路上放置台数、放置率ともに11年以降減少傾向にあ

る。

197



各駅における1日の自転車等利用状況（区内分） 平成24年5月調査 

注：①公営駐車場とは、区立自転車駐車場および（財）自転車駐車場整備センターが運営するものを指す。 
  ②大泉バス停とは、西武バスの都民農園・大泉風致地区・北出張所前バス停を指す。 

ねりまタウンサイクル利用状況 平成24年5月調査 

注：①正利用台数は自宅から駅までの利用台数 
  ②逆利用台数は駅から会社や学校等への利用台数 
  ③当日利用台数は、非会員の利用者による一回利用の利用台数 
 

駅  名 駅利用台数 公営駐車場 利 用 台 数  
路 上 放 置  
台 数  

放置禁止
区域指定 レンタサイクル 民営駐車場 

 
江 古 田  
桜 台  
練 馬  
豊 島 園  
中 村 橋  
富 士 見 台  
石神井公園 
大 泉 学 園  
大泉バス停 
保 谷  
上 井 草  
上 石 神 井  
武 蔵 関  
東 武 練 馬  
小 竹 向 原  
氷 川 台  
平 和 台  
地下鉄赤塚 
新 桜 台  
光 が 丘  
練馬春日町 
練馬高野台 
新 江 古 田  

台 
496
356
2,849
673
1,208
1,177
5,256
7,648
458
1,709
8

2,188
1,724
375
689
1,683
3,411
955
50

4,311
918
1,413
259

台 
302
156
2,245
561
1,089
788
2,546
5,552
439
1,613
0 

1,342
1,453
81
667
1,661
3,262
901
45

4,275
719
598
219

台 
112
86
245
7
119
43
77
130
19
3
8
41
45
38
22
22
80
27
5
36
21
37
5

 
○ 
○ 
○ 
○  
○ 
○ 
○ 
○ 
 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 

台 
 
 

333
 
 
 

232
1,385

 
 
 

346
 

150
 
 
 
 
 
 

146

台 
82

 
346
2,401
581
 
93
 

459
226
106
 
 
69
27
 
 
32
778
35

計 39,814 30,514 1,228 2,592 5,480

名 称 貸付台数 会員数 正利用台数 逆利用台数 
当日利用台数 

 
練 馬  
東 武 練 馬  
石 神 井 公 園  
上 石 神 井  
大泉学園駅北口 
大泉学園駅南口 
練 馬 春 日 町  

台 
400
200
400
400
600
500
200

台 
300
134
213
331
775
579
136

台 
170
62
153
290
563
505
89

台 
130
72
60
41
212
74
47

台 
33
16
19
15
19
12
10

台 

581
477
609
362
295

計 2,700 2,468 1,832 636 3,828 124

1日当たり平均 5月中総台数 

1,018
486

114
26
105
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●交通安全啓発
交通事故はその大部分が、基本的な交通ルールの軽

視、マナーの欠如によって起こされているだけに、交
通安全を守る心の啓発が大切である。
平成10年12月15日に「交通安全都市練馬区宣言」を

行い、この中で、生命尊重、人間優先の理念に基づき、
交通事故のない安全で安心して暮らせるまちの実現に
向けて努力することを表明した。宣言の趣旨を踏まえ
て、各種交通安全施策を推進していく。（宣言文は裏表
紙参照）23年度には、春・秋の全国交通安全運動等で、
高齢者の事故防止、歩行者・自転車の交通ルール・マ
ナーの向上、子ども用自転車ヘルメットの必要性などに
ついてのPRを行った。
　また、区立小学校児童を対象に、新入生にはランド
セルカバーの配付を、それ以外の学年には自転車の安
全な乗り方教室を実施している。自転車教室を受講し
た児童には「自転車安全運転免許証」を発行するなど
して交通安全の意識啓発に努めている。23年度は、57
校で実施し5,017人の児童が免許証を取得した。
21年度からは新たにスタントマンによる事故再現を

取り入れた自転車安全教室を実施している。もし交通
ルールを守らなかった場合、いかに恐ろしい事態を誘
発するかを強調し、もって危険運転に対する抑止力を
自転車運転者自らが培うことを目的としている。23年
度は18会場（うち中学校が15校）で実施した。
●交通安全計画
区は交通安全対策基本法に基づき「第九次練馬区交

通安全計画（平成23年度～27年度）」を策定し、「各年
における交通事故件数および死傷者数を前年以下に減
少させること」を目標に、交通安全施設の整備、交通
安全啓発活動を進めている。

　区内における交通事故（人身事故）の発生状況は、
23年において発生件数2,180件、負傷者数2,439人、死
亡者数7人であった。
　交通事故の背景には、①運転者、歩行者の交通ルー
ル・マナーの軽視、②車両の増加などがある。特に、
近年では高齢者の事故や、自転車が関係する事故の割
合が高まっている。

●私道整備助成制度
生活環境向上のため、私道の舗装等の工事費用の一

部を助成している。平成23年度は36件、舗装面積
4,430m2について助成した。
●排水設備工事の助成
公共下水道が敷設され、供用開始の告示がされると、

3年以内にくみ取便所を水洗化することが法律で義務付
けられている。水洗化に伴う便所改造や私道の排水設
備工事に要する費用は自己負担となるため、区では排
水設備工事（改修を含む。）に要する費用について、一
定の条件により助成を行い、自己負担分の軽減を図っ
ている。
●水路
区内の公共溝きょの総延長は平成24年4月1日現在

119,144mである。長年、農業用として使用された水路
は、市街化が進むにつれてその必要性がなくなり、景
観に配慮した緑道等として、今後も環境整備を行う。
●橋りょう
区内の橋は、平成24年4月1日現在177橋であり、この

うち区の管理する橋は125橋、総延長2,913mである。
　都は河川の改修事業に併せて、21年度に着手した栄
橋の架け替えを23年度に完了した。22年度着手の東映
橋、愛宕橋は24年度中に完了する予定である。
なお、区は道路管理者として、橋の拡幅および修景

にかかる費用の負担をしている。
●区民交通傷害保険
区民交通傷害保険は、交通事故等で被害を受けた方

を救済することを目的とし、少額の保険料で加入でき、
入院や通院治療日数に応じて保険金を支払う制度であ
る。
　近年、自転車の運転者が歩行者等と衝突し加害者と
なる事故が増加しており、中には高額の賠償責任を負

交通安全施設 平成24年4月1日現在 

種  別 総  数 対前年度 
増  減 

歩 道  
道 路 標 識  
街 路 灯  
反 射 鏡  
防 護 柵  
点字ブロック  

122,906ｍ 
2,670本 
44,384基 
6,321本 
84,863ｍ 
2,212か所 

区内の交通事故の状況 

人・件 

4,500 

4,000 

3,500 

3,000 

2,500

2,000

10

0
平成19 20 21 22 23年 

死亡者数（人） 
発生件数（件） 
負傷者数（人） 

3,251 3,212
2,719

2,457

2,542

2,295

2,439

2,180

2,8542,964

15
人 4

人 8
人 

8
人 7

人 

人 

274ｍ 
△7本 
139基 
3本 
32ｍ 
15か所 
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担するケースも出ていることから、平成21年度分から
「自転車賠償責任プラン」を付加した。
加入は、毎年2月～3月の期間に区内郵便局・金融機

関で受付している。
●自動車駐車施設の整備
路上駐車は、交通渋滞を引き起こし、都市機能を低

下させるとともに、交通事故発生の要因ともなってお
り、その解決が重要な課題となっている。
こうした背景を踏まえ、区では平成6年度に「駐車施

設整備に関する基本計画」を策定し、練馬駅北口地下、
石神井公園駅北口、大泉学園駅北口、大泉学園駅南口
の4駐車場を整備し、指定管理者制度を導入して運営し
ている。このうち、練馬駅北口地下および石神井公園
駅北口においては、19年3月に自動二輪車用駐車スペー
スを整備した。
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